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大津市告示第181号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。 

平成29年８月１日 

大津市長  越    直  美 

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日 

スギ薬局大津富士見台

店 

大津市富士見台３番１号 育成医療及び更生医療 薬局 平成29年８月１日 

ファルコはやぶさ薬局

瀬田店 

大津市神領一丁目９番18

号 

育成医療及び更生医療 薬局 平成29年８月１日 

 

 

大津市告示第182号  

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、

当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ず

ることが必要な区域（以下「要措置区域」という。）を次のとおり指定する。 

平成29年８月１日 

大津市長  越    直  美 

１ 要措置区域  

 ⑴ 所在 大津市京町三丁目１番８の一部及び301番の一部 

 ⑵ 範囲 次の図のとおり 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 砒
ひ

素及びその化合物 

３ 講ずべき指示措置 地下水の水質の測定 

 「次の図」は省略し、その図面を大津市役所環境部環境政策課に備え置いて閲覧に供する。 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成29年７月12日 

大津市長  越    直  美 

 

告 示 

公 告 

 

市 章 
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開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市大萱二丁目10番５号 

船橋 克典 

大津市本堅田六丁目堅田駅西

口土地区画整理事業施行区域

内24街区２画地 

1,210.42㎡ 

 

平成29年 

７月７日 

第1355号 

（平成29年７月12日掲示済） 

大津市企業局管理規程第16号  

 大津市企業局職員給与規程（昭和34年公営企業部管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

平成29年８月１日 

                           大津市公営企業管理者  山  極  正  勝 

 第７条に次の１項を加える。 

３ 第１項各号の業務に係る手当は、第９条第１項各号の業務に係る手当が支給される場合については、支給し

ない。 

第８条第１項第３号中「、水道又はガスに係る調査」を「水道、下水道又はガスの施設に係る点検、調査、補

修」に改める。 

附 則 

この規程は、平成29年８月１日から施行する。 
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